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【スライド-1】

本日は「喫煙が家族の医療需要に対し

て与える影響について」という演題で報

告させていただきます。

【スライド-2】

これは厚生科学研究費補助金をいただ

いて実施した研究ですので、その点注記

させていただきます。

【スライド-3】

今回の研究の問題意識といたしまして

は、喫煙、特にその損失について、最近

特に活発に議論されております。WHOの

活動や健康増進法の施行が日本であった

り、それに関連してタバコのパッケージ

に対して喫煙の被害をイメージするとい

う措置も行われているという状況です。

これらの政策に対しまして、喫煙者本

人に関しては、喫煙という行為は本人の

嗜好ですので、政府が介入すべきかどう

かという問題。現実に介入はしているの

ですが、介入するというのはもしかした

ら違うのかもしれないということです。

但し、受動喫煙については異なります。

私も生まれてから1本も吸ったことはない

のですが、受動喫煙に関しては、吸わさ

れているということに対して法的規制に

よるコントロールが必要でありますし、

もっと進んで、嫌煙権という権利付与までが行われるべきかもしれません。

経済学の立場からしますと、受動喫煙というのは、市場でお金を媒介にしないで被

害を被るという「外部不経済」の効果を持っているとみなすことができます。ですの
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で、そのような受動喫煙に対する政策的な介入が是認されるわけなのですが、但し、

どの程度の健康被害が発生しているのかということは、実証的に検討されるべきだと

いうことです。

【スライド-4】

受動喫煙の問題を分析する際に重要な

のは、タバコを吸うという行為が何によ

って決定されるかということです。タバ

コを吸う側の人の問題を研究しなくては

いけないということで、この点に関しま

しては、今まで既存の研究がいくつもあ

ります。価格が1％上がると喫煙確率がど

の程度下がるかという価格弾力性は0.2～

0.6の間であるというTownsendらの94年

の研究などがございます。

価格によって規定されるのかという研究が行われた後に、社会的な状況、社会経済

的な環境に応じて喫煙の意思決定をするかもしれないという研究が、Lahiri and Song

の2000年の研究です。これは、配偶者が禁煙行動をとっている場合には、被調査者が

禁煙している可能性が高いということを示す一方、配偶者の健康状態とか子どもの数

などの、受動喫煙の被害を受けている人達の状況はあまり関係がないのではないかと

いうことが示されています。

ただし、被害が無いのかどうかということに関しましては、平山先生による非常に

有名な研究がございまして、1日20本以上吸う人が夫にいると妻の肺がんリスクが2.08

倍になるという研究もあります。

ですので、受動喫煙の被害というものは存在するのではありますが、それに応じて

喫煙者は意思決定をしているかどうかというところは、まだよく分からない。アメリ

カの研究では、どうも無いらしいということが示されているということです。

【スライド-5】

本日の研究の内容は、今申し上げまし

た個人の喫煙の選択が、周りの被扶養者

の健康状態に与える影響について分析す

るということです。その一方、それだけ

ではなくて、周囲の健康状態の状況です

とか、妻がいるとか子どもがいるという

ような、受動喫煙のリスクがあるかどう

かを考慮に入れて、喫煙の意思決定を行

っているかどうかということも含めて、2

つ分析するということになります。
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【スライド-6】

もう少し具体的に言いますと、分析は1

と2がございまして、1番目のタバコを吸

うか吸わないかに関してを被説明変数と

したProbit推定法を行うということです。

その際に家族がいるかいないか、何人

いるか、乳幼児がいるかいないか、とい

う変数を導入いたしまして、それによっ

て受動喫煙の被害を受ける家族がいるか

いないかが、喫煙行動に影響を与えるか

どうかを分析します。

2番目の分析は、被扶養者が医療機関に受診するかどうか、受診するとすれば何回受

診するかということを、Negative Hurdle Binomialモデルという、最近経済学ではよく

使われるようになってきた分析法で分析いたします。これによって、何が明らかにな

るかというと、一番下の目的というところに書いてあるように、被保険者の喫煙の有

無が被扶養者の医療受給に影響を与えるか否かという点です。

【スライド-7】

使用したデータは、3つの業種の健康保

険組合から提供されたデータで、96年か

ら2000年の5年間のデータを集積して利用

しております。

これらのデータに関しましては、レセ

プトデータ、検診データ、加入データの3

種類に大別され、個人情報については秘

匿された状態で提供を受けているのです

が、AさんとBさんは違うというマッチン

グキーをいただいておりますので、それで個人ごとに接続いたします。

ご案内のとおり、レセプトデータに関しましては、当該健康保険組合加入者の医療

機関受診の情報を全て含んでいます。検診データに関しましては、被保険者の喫煙の

有無、日常生活の状況等の情報を含んでいます。加入データに関しましては、当該個

人が何年何月から何年何月まで加入していたというような情報ですとか、標準報酬が

いくらであるとか、その世帯に何家族がいるかというような情報を含んでおります。

これらの3つのデータをマッチングして分析いたします。

【スライド-8】

そのデータがどのような状況になっているかというのが記述統計なのですが、被保

険者の方はトータルで18万4,014人おりまして、被扶養者は20万8,004人おります。これ

は5年間累積の値になっておりますので、述べ人数になっております。0歳台、つまり0

～9歳の被保険者はおりませんので被保険者数は0になっています。
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【スライド-9】

性別で見ますと、被保険者は男性の方

が75％程度で圧倒的に多く、被扶養者の

方は女性が7割ぐらいという形になってい

ます。

【スライド-10】

喫煙有無別の被保険者なのですが、喫

煙の有無が「なし」「あり」「不明」の3カ

テゴリーありまして、「不明」というのは、

健康診断時に、「喫煙している・していな

い」という項目が未申告の方になってい

ます。喫煙しているかしていないかとい

うことを分析対象にしているわけですが、

本日は、明確に「喫煙している」と言っ

た3万3,056人を、「喫煙している」という

ことで取り扱っております。

【スライド-11】

次に、被保険者に配偶者がいるかいな

いかということですが、配偶者のいない

方が半分をちょっと超えているぐらいで

す。

【スライド-12】

世帯人員別に被保険者の数を見ますと、

1人、つまり自分自身しかいないという人

が47％。奥さんまたはその他の被扶養者

が1人いるのが2万8,000人。以下、被扶養

者が2人、3人。その後は被保険者の数はだんだん減っていくという形になっています。
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【スライド-13】

家族の数ではなくて、子供に焦点を当

てると、子供が0の人が11万人ぐらい。1

人だけ子どもがいるというのが2万6,959

人、2人が3万4,368人ということになりま

す。

【スライド-14】

記述統計の最後ですが、世帯員1人当た

りの所得は、標準報酬月額を世帯員が何

人いるかということで標準化して数値を

出しています。下は被扶養者の受診日数

ですが、こちらは全ての傷病を集めて、

全体で1年間で何日通っているかというこ

とを示しています。

【ライド-15】

推定結果ですが、主要な変数だけを見

ます。

まず喫煙の意思決定については、下の2

つの行を見ていただきたいのですが、配

偶者がいるということで喫煙するかどう

かということが、プラスに推定されてい

ます。配偶者がいない人よりも9％ぐらい

喫煙する確率が高い。

子供数についてもプラスに出ている。

ということで、喫煙するかしないかと

いうことに関しては、家族がいるという

ことが「吸わない」という意思決定に影

響を与えているとは、どうも言えそうに

ないということがわかります。

【スライド-16】

子供といっても18歳ぐらいの子供もい

るわけですから、もっと小さい2歳未満の

子供に限定しても、結果としては変わり

ません。家族が受動喫煙する可能性を考

慮して、被保険者は喫煙の意思決定をし

ていないみたいだということがわかりま

す。
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【スライド-17】

まとめるとスライドのようになります。

【スライド-18】

影響を受ける側の被扶養者について、

全傷病について医療機関を受診するかし

ないか、受診するとすれば何日行くかと

いうことを見ます。

これは、被保険者が喫煙をするという

ことがどれくらい確率を引き上げるかを

見ているのですが、かなり大きな効果を

持っています。

全傷病で分析した場合は、それが喫煙

と関係あるのか否かというところが問題

になってきますので、呼吸器についてだ

け取り出して確認をすると、呼吸器の受

診確率を4％ぐらい増やす。受診日数を1

日増やす確率を27％ぐらい引き上げると

いうことで、相当の影響を持っている可

能性があるということが示されました。

【スライド-19】

まとめるとスライドに記載したとおり

です。

【スライド-20】

結局、喫煙者は、受動喫煙をする可能

性がある家族が存在することによって喫

煙を止めるという形の意思決定はしてい

ないということがわかり、その一方で、

家族は受動喫煙によって受診確率が高ま

る。被保険者が喫煙していない場合より

も受診確率が高まるということで、家族

に対して医療機関受診という負担を負わ

せているということなのですが、これは

保険者の立場から見ると、喫煙すること

によって本人の医療費を引き上げるだけ

でなくて、家族の医療費も引き上げてい

るということであります。

そこで、受診確率と1日当りの平均医療
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費を計算すれば、喫煙者世帯がどれぐらい医療費を高めているか、そしてそれが保険

料にいくら反映されるかということが計算できる。

ですので、その情報を使って、喫煙者がいる世帯に対して保険料を引き上げること

によって喫煙のインセンティブをコントロールする可能性がありますので、それを実

際に検討すべきではないかということであります。

質疑応答

座長： 喫煙の問題はアップ・トゥ・デートに大変重要な問題で、千代田区もポイ捨てが

禁止されていると思います。特に最近は女性の方の喫煙率が非常に伸びていると思

うのですが、こういうことも将来的にもかなり医療費全体のコストに影響してくる

のでしょうか。

A： 女性の喫煙に関しましては、その被害はいろいろですね。出産時に低体重になる

といった報告がされている割には、増加する傾向が変わっていないということもあ

ります。その意味では金銭的なインセンティブを与えていくことも必要ではないで

しょうか。今お話させていただいた保険料ということもそうですし、様々な形で禁

煙のインセンティブを与えていくべきではないかと思います。

座長： 先生のご研究は、あくまでも家庭の中でのお話ということですね。家庭内で吸わ

れることが、医療費に及ぼす影響ということでよいわけですね。

A： そうです。家庭の外側で誰にというのは分析しておりません。

それは、保険料は、被保険者が被扶養者の分を負担しているからということであ

り、最低でもそれくらいはということです。

Q： ご報告では、家族の受診確率を高めることが一応証明されたということだと思う

のですが、その条件のもとで、結論的に経済的インセンティブ、つまり保険料のイ

ンセンティブで考慮すべきというご考察でした。しかしその別の対案として、例え

ば喫煙者に対する断煙あるいは禁煙のためのヘルスプロモーション的プログラムと

いったことを保険者が進めていくという方向もあるのではないかと思います。ご研

究とは直接関係ないのですけれども、その両者の関係についてのご考察をうかがい

たいと思います。

A： 禁煙プログラムに関しましては、実施されている保険者が多々あるということは

存じているのですが、禁煙プログラムが有効であるかどうか、禁煙プログラムに1円

投入することによって、どのくらい喫煙者が減り、どれくらい医療費に還るかとい

うところは、よくわかりません。
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ここで行った分析は、健康保険組合が自分の手持ちのデータで全部リスクが計算

できて、いくら引き上げればよいということが計算できますので、禁煙しようがし

まいが、払うものを払っていただければ全部カバーできる、喫煙している世帯とし

ていない世帯で不公平を解消することもできる、ということなのです。禁煙プログ

ラムの有効性をチェックするというよりは、そういうパスを考えなくても、禁煙に

よって増加している負担を回収できるということになります。ですので、保険料が

増加することでいやになる人は禁煙していただければよいし、それでも吸いたいと

いう方はどうぞということになると思います。




